
一 般 競 争 入 札 公 告 

 

次のとおり一般競争入札に付する。なお、本公告は入札説明書を兼ねる。 

令和８年（２０２６年）２月５日 

熊本県知事 木村 敬  

１ 競争入札に付する事項 

（１）契約事項の名称 

熊本県知事部局公用車任意保険契約 

（２）業務に係る入札・契約担当部局 

熊本県総務部人事課総務調整班 

郵便番号 ８６２－８５７０ 熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号 

電  話 ０９６－３３３－２０５２ 

ファックス番号 ０９６－３８２－５６８７ 

（３）契約内容 

熊本県知事部局公用車任意保険契約仕様書（以下「仕様書」という。）による。 

（４）契約期間 

令和８年（２０２６年）４月２２日午後４時から 

令和９年（２０２７年）４月２２日午後４時まで 

（５）入札方法 

紙入札による。 

（６）入札金額 

入札金額は、契約期間内の保険料総額とする。落札決定に当たっては、入札金額をも

って落札金額とするので、入札者は、見積もった契約希望金額により入札すること。 

（７）熊本県知事部局公用車任意保険契約仕様書に特段の定めがない事項については、熊本

県競争契約入札心得（昭和３９年熊本県告示第４２０号）の規定を準用する。 

（８）最低制限価格の設定 

この入札は、最低制限価格を設けない。 

 

２ 入札参加者に必要な資格に関する事項 

次の（１）から（６）までに定める条件の全てを満たす者であること。 

（１）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立

てを行った者又は申立てをなされた者にあっては、裁判所から当該申立てに係る更生計

画認可の決定を受けていること。 

（２） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申

立てを行った者又は申立てをなされた者にあっては、裁判所から当該申立てに係る再

生計画認可の決定を受けていること。 

（３） 保険業について、内閣総理大臣の免許を受けている者（保険業法（平成７年法律第１

０５号）に基づき、損害保険事業の免許を受けている者であること。） 

（４） 熊本県内に本店（支社）又は支店（営業所）等を有する者であること。 

（５） 県税を完納している者であること。 

（６） 熊本県暴力団排除条例(平成２２年熊本県条例第５２号)第２条第２号に規定する暴



力団員又は同条第４号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者であること。 

 

３  入札参加のための確認申請 

（１）提出書類 

この入札に参加を希望する者は、２に定める条件の全てを満たす者であることの確認

を受けるため、次に掲げる書類を提出すること。 

ア 競争入札参加資格確認申請書（別記様式３、別記様式３－１） 

イ 誓約書 

（２）提出方法 

（３）の提出期間内（必着）に郵送（書留郵便に限る。）又は持参により提出すること。 

（３）提出期間 

公告の日から令和８年（２０２６年）２月１３日（金）午後５時まで 

（４）提出先 

１（２）の入札・契約担当部局 

（５）確認結果の通知 

競争入札参加資格確認結果通知書により通知する。 

 

４  入札手続等 

（１）入札仕様に対する質問の受付期間 

１（２）の入札・契約担当部局において公告の日から令和８年（２０２６年）２月１

３日（金）午後５時まで受け付ける。 

（２）仕様書及び入札質問に対する回答の閲覧並びに入札書等の様式の取得 

入札情報公開システム及び１（２）の入札・契約担当部局において公告の日から令和

８年（２０２６年）３月５日（木）まで行う。 

（３）入札・開札の場所及び日時 

ア 日時 令和８年（２０２６年）３月５日（木）午前１０時３０分 

イ 場所 熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号 

 熊本県庁本館４階人事課分室 

ウ ３（５）の競争入札参加資格確認結果通知書の写しを当日持参すること。 

（４）入札書の提出方法 

入札書（別記様式１）（代理人が入札するときは、入札書及び委任状（別記様式２））

を（３）アの日時に（３）イの場所へ持参し、提出すること。ただし、郵送により提出

を行うときは、令和８年（２０２６年）３月４日（水）（必着）までに １（２）の入札・

契約担当部局へ書留郵便で送付することとする。当該送付においては、封筒は、二重封

筒で表封筒に「入札書在中」及び「親展」と朱書するとともに、中封筒の表に１（１）

業務の名称及び開札日時を朱書し、中封筒の中に入札書を入れること。再入札を想定す

る場合には、別の中封筒の表に「再入札書」と朱書きしたうえで、１（１）の業務の名

称を朱書きし、中封筒の中に再入札書（別記様式１）を入れること。 

（５） 開札の方法 

開札は、当該入札に参加した者又はその代理人の立会い（郵送により入札書を提出し

た場合等これらの者が立ち会えない場合は、当該入札の執行事務に関係のない熊本県



の職員）の下に（３）イの場所で開札を行うものとする。 

（６）入札の回数及び再入札の日時等 

入札回数は、２回までとする。１回目の開札後に落札者が決定しない場合は、ただち

に再入札を行うものとする。 

なお、書面により入札書を郵送した者で再入札書の提出がなかったものは、再入札を

辞退したものとみなす。 

（７）入札の無効 

次のア又はイのいずれかに該当する入札は、無効とし、既に行った入札の引換え、変

更及び取消しをすることはできない。落札者が無効の入札を行ったことが判明した場合

は、その落札の決定を取り消すものとする。 

ア 熊本県競争契約入札心得第８条各号のいずれかに該当する入札 

イ 民法（明治２９年法律第８９号）第９５条の錯誤による入札であると入札執行者が

認めた入札 

（８）入札の中止等 

入札に参加する者が連合し、又は不穏な行動をなした場合等において、入札を公正に

執行することができないと認められるときは、当該入札の参加者を入札に参加させず、

又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 

（９）落札者の決定方法 

開札後、熊本県会計規則（昭和６０年熊本県規則第１１号）８９条の規定により作成

された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。こ

の場合において、落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、くじを

実施し、落札者を決定する。 

（１０） 入札保証金 

  ア 入札保証金に代わる担保の提供 

入札者は、熊本県会計規則第８６条第１項の規定により入札書の提出期限までに、

入札金額の１００分の５以上の金額を納付することとするが、納付は、次に掲げる担

保の提供をもって代えることができる。 

（ア）銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 

（イ）銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関（銀行を除く。）の保証 

イ 入札保証金の免除 

次の（ア）又は（イ）のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付を免除する

ことができる。 

（ア）入札に参加しようとする者が、入札保証金以上の金額につき、保険会社との間

に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険契約に係る

保険証券を提出したとき。 

（イ）入札に参加しようとする者が、過去２年の間に国又は地方公共団体とこの入札

に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結

し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき（そ

の者が、落札した場合において、契約を履行しないこととなるおそれがないと認

められるときに限る。）。 

ウ 入札保証金の免除に係る書類の提出期限等 



入札保証金の納付の免除のための書類を提出する場合は、次の（ア）から（エ）ま

でにより提出すること。 

(ア) 受付期間 令和８年（２０２６年）２月１３日（金）午後５時まで 

(イ) 提出先 １（２）に掲げる入札・契約担当部局 

(ウ) 提出書類 別記様式４ 

(エ) 提出方法 持参し、又は郵送するものとする。郵送する場合は、アの受付期

間内に必着とする。 

エ 入札保証金の還付 

（ア）落札者に係る入札保証金又はこれに代わる担保は、落札者が契約を締結した後

速やかに還付する。ただし、落札者から申出があったときは、契約保証金又は契

約保証金に代わる担保の一部に充当することができる。 

（イ）落札者以外の者に係る入札保証金は、一般競争入札終了後速やかに還付するも

のとする。 

オ 入札保証金等の帰属 

落札者が５（３）で指定された期限までに、契約書の案を提出しないときは、入

札保証金又は入札保証金に代わる担保は、熊本県に帰属する。 

 

５ 契約について 

（１）契約書の作成の要否 

要 

（２）契約の締結期限 

落札者の決定の日から起算して１０日（熊本県の休日を定める条例（平成元年熊本県

条例第１０号）第１条第１項各号に掲げる日の日数は、算入しない。）を経過した日 

（３）落札者からの契約締結の申出期限 

落札者の決定の日から起算して５日（熊本県の休日を定める条例（平成元年熊本県条

例第１０号）第１条第１項各号に掲げる日の日数は、算入しない。）を経過した日 

（４）契約保証金 

契約をしようとする者は、次のア及びイのとおり、熊本県会計規則第７７条第１項の

規定により契約金額の１００分の１０以上の金額を納付しなければならない。ただし、

契約保証金の納付は、同条第２項各号に規定する担保の提供をもって代えることができ、

同規則第７８条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除することができる。 

ア 納付期限  （３）の申出期限 

イ 提出場所  １（２）に掲げる入札・契約担当部局 

 

６ その他 

入札、契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 


